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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成22年10月7日(2010.10.7)

【公表番号】特表2010-506844(P2010-506844A)
【公表日】平成22年3月4日(2010.3.4)
【年通号数】公開・登録公報2010-009
【出願番号】特願2009-532504(P2009-532504)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｋ  14/635    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/48     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/22     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   3/14     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  19/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/34     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｋ  14/635   ＺＮＡ　
   Ａ６１Ｋ  47/48    　　　　
   Ａ６１Ｋ  37/24    　　　　
   Ａ６１Ｐ   3/14    　　　　
   Ａ６１Ｐ  19/10    　　　　
   Ａ６１Ｋ  47/34    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年8月23日(2010.8.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｓｅｒ　Ｖａｌ　Ｓｅｒ　Ｇｌｕ　Ｉｌｅ　Ｇｌｎ　Ｌｅｕ　Ｘａａ８　Ｈｉｓ　Ａｓ
ｎ　Ｌｅｕ　Ｇｌｙ　Ａｒｇ　Ｈｉｓ　Ｌｅｕ　Ａｌａ　Ｓｅｒ　Ｘａａ１８　Ｇｌｕ　
Ａｒｇ　Ｖａｌ　Ｇｌｕ　Ｔｒｐ　Ｌｅｕ　Ａｒｇ
【化１】

Ｌｅｕ　Ｌｅｕ　Ｇｌｎ　Ａｓｐ　Ｖａｌ　Ｈｉｓ　Ａｓｎ　Ｐｈｅ－ＮＨ２（配列番号
６）［配列中、Ｘａａ８およびＸａａ１８はＭｅｔであるか、またはＸａａ８およびＸａ
ａ１８はＮｌｅであり、ｍＰＥＧは、１５００～５５００ダルトンの平均分子量を有する
モノメトキシ－ポリエチレングリコールである］の配列を有する化合物、またはその医薬
的に許容できる塩。
【請求項２】
　アミノ酸配列：Ｓｅｒ　Ｖａｌ　Ｓｅｒ　Ｇｌｕ　Ｉｌｅ　Ｇｌｎ　Ｌｅｕ　Ｍｅｔ　
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Ｈｉｓ　Ａｓｎ　Ｌｅｕ　Ｇｌｙ　Ａｒｇ　Ｈｉｓ　Ｌｅｕ　Ａｌａ　Ｓｅｒ　Ｍｅｔ　
Ｇｌｕ　Ａｒｇ　Ｖａｌ　Ｇｌｕ　Ｔｒｐ　Ｌｅｕ　Ａｒｇ
【化２】

Ｌｅｕ　Ｌｅｕ　Ｇｌｎ　Ａｓｐ　Ｖａｌ　Ｈｉｓ　Ａｓｎ　Ｐｈｅ－ＮＨ２（配列番号
１）を有する請求項１に記載の化合物。
【請求項３】
　アミノ酸配列：Ｓｅｒ　Ｖａｌ　Ｓｅｒ　Ｇｌｕ　Ｉｌｅ　Ｇｌｎ　Ｌｅｕ　Ｎｌｅ　
Ｈｉｓ　Ａｓｎ　Ｌｅｕ　Ｇｌｙ　Ａｒｇ　Ｈｉｓ　Ｌｅｕ　Ａｌａ　Ｓｅｒ　Ｎｌｅ　
Ｇｌｕ　Ａｒｇ　Ｖａｌ　Ｇｌｕ　Ｔｒｐ　Ｌｅｕ　Ａｒｇ

【化３】

Ｌｅｕ　Ｌｅｕ　Ｇｌｎ　Ａｓｐ　Ｖａｌ　Ｈｉｓ　Ａｓｎ　Ｐｈｅ－ＮＨ２（配列番号
４）を有する請求項１に記載の化合物。
【請求項４】
　ａ）Ｐｒｏ　Ｖａｌ　Ｓｅｒ　Ｇｌｕ　Ｉｌｅ　Ｇｌｎ　Ｌｅｕ　Ｎｌｅ　Ｈｉｓ　Ｇ
ｌｎ　Ａｒｇ　Ｇｌｙ　Ａｒｇ　Ｈｉｓ　Ｌｅｕ　Ａｌａ　Ｓｅｒ　Ｎｌｅ　Ｇｌｕ　Ａ
ｒｇ　Ｖａｌ　Ｇｌｕ　Ｔｒｐ　Ｌｅｕ　Ａｒｇ

【化４】

Ｌｅｕ　Ｌｅｕ　Ｇｌｎ　Ｇｌｕ　Ｖａｌ－ＮＨ２（配列番号２）；
　ｂ）Ｐｒｏ　Ｖａｌ　Ｓｅｒ　Ｇｌｕ　Ｉｌｅ　Ｇｌｎ　Ｌｅｕ　Ｍｅｔ　Ｈｉｓ　Ａ
ｓｎ　Ｌｅｕ　Ｇｌｙ　Ａｒｇ　Ｈｉｓ　Ｌｅｕ　Ａｌａ　Ｓｅｒ　Ｍｅｔ　Ｇｌｕ　Ａ
ｒｇ　Ｖａｌ　Ｇｌｕ　Ｔｒｐ　Ｌｅｕ　Ａｒｇ
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【化５】

Ｌｅｕ　Ｌｅｕ　Ｇｌｎ　Ａｓｐ　Ｖａｌ　Ｈｉｓ　Ａｓｎ　Ｐｈｅ－ＮＨ２（配列番号
３）；および
　ｃ）Ｓｅｒ　Ｖａｌ　Ｓｅｒ　Ｇｌｕ　Ｉｌｅ　Ｇｌｎ　Ｌｅｕ　Ｎｌｅ　Ｈｉｓ　Ｇ
ｌｎ　Ａｒｇ　Ｇｌｙ　Ａｒｇ　Ｈｉｓ　Ｌｅｕ　Ａｌａ　Ｓｅｒ　Ｎｌｅ　Ｇｌｕ　Ａ
ｒｇ　Ｖａｌ　Ｇｌｕ　Ｔｒｐ　Ｌｅｕ　Ａｒｇ
【化６】

Ｌｅｕ　Ｌｅｕ　Ｇｌｎ　Ｇｌｕ　Ｖａｌ　Ｈｉｓ　Ｇｌｎ　Ｐｈｅ－ＮＨ２（配列番号
５）［配列中、ｍＰＥＧは、１５００～５５００ダルトンの平均分子量を有するモノメト
キシ－ポリエチレングリコールである］からなる群より選択される化合物、またはその医
薬的に許容できる塩。
【請求項５】
　配列番号８～１２からなる群より選択される配列を有する中間体。
【請求項６】
　ｍＰＥＧが、約２０００～５０００ダルトンの平均分子量を有する、請求項１～４のい
ずれか１項に記載の化合物、またはその医薬的に許容できる塩。
【請求項７】
　ｍＰＥＧが、約２０００ダルトンの平均分子量を有する、請求項１～４のいずれか１項
に記載の化合物、またはその医薬的に許容できる塩。
【請求項８】
　新生骨形成ならびに骨量および骨の生体力学的強度の増加が哺乳動物において有益であ
り、骨粗鬆症、骨減少症、骨折、脊椎固定術、骨インプラント、関節インプラント、歯科
インプラント、および歯周病を含む状態を処置するための医薬を製造するための請求項１
～４のいずれか１項に記載の化合物、またはその医薬的に許容できる塩の使用。
【請求項９】
　ｍＰＥＧが約２０００～５０００ダルトンの平均分子量を有する、請求項８に記載の使
用。
【請求項１０】
　該哺乳動物がヒトである、請求項８に記載の使用。
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